
〇 （お客様）

・ 保管場所使用承諾書（保管場所の土地が他人所有のとき）

・ 保管場所使用権原疎明書面（自認書）（保管場所の土地が自己所有のとき）

・ 申請依頼書（委任状）（行政書士に申請を依頼する場合）

・ 使用の本拠の位置が確認できるもの

（届出者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合）

個人／法人：公共料金の領収書等が必要。

〇 （当事務所）

・ 自動車保管場所届出書

・ 保管場所の所在図・配置図

車庫証明（軽自動車）

必要書類


